
第二号様式（第七条関係）（昭49運令38・昭60運令5・平6運令12・平9運令81・平12運令39・平14国交令79・令元国交令20・一部改正）土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書運輸監理部長又は運輸支局長殿届出年月日ふりがな短氏名又は名称住所表示番号自動車登録番号使用廃止の理由1．譲渡譲受人の氏名又は名称及び住所（）辺2．貸渡借受人の氏名又は名称及び住所（）3．廃車4．用途変更5．その他（具体的理由を明記のこと。）長辺（日本産業規格A列4番）注使用廃止の理由の欄は、該当する事項の番号を「〇」で囲み、かつ、必要事項を（）に記載すること。土砂等を運搬する大型自動車関係者に提示しなければならなによる交通事故の防止等に関い。する特別措置法抜すい4前二項の規定による立入検査第十六条の権限は、犯罪捜査のために認2国土交通大臣は、第一条の目められたものと解してはならな的を達成するため特に必要があい。ると認めるときは、その職員第二十一条次の各号の一に該当に、前項に規定する者の事務所する者は、一万円以下の罰金に（裏）その他の事業場又は土砂等運搬処する。大型自動車の所在する場所に立三第十六条第二項の規定によち入り、土砂等運搬大型自動る検査を拒み、妨げ、若しく車、帳簿書類その他の物件を検は忌避し、又は同項の規定に査し、又は関係者に質問させるよる質問に対して陳述をせことができる。ず、若しくは虚偽の陳述をし3前項の規定により職員が立入た者検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、→六・五センチメートル←→六・五センチメートル←→（表）（昭49運令38・昭60運令5・平元運令24・平12運令39・平14国交令79・平19国交令63・一部改正）九センチメートル  


